
Ａ．研究目的 

近年、医療機関や公衆浴場等の生活衛生関係

施設におけるレジオネラ症患者の発生やレジオ

ネラ属菌の検出が問題となっている。レジオネ

ラ症の原因となるレジオネラ属菌は水環境中で

アメーバに寄生する形で増殖し、特に給湯設備

や循環式浴槽、冷却塔、加湿器などの人工的な水

環境に注意が必要となる。これらの設備を有す

る施設では適切な衛生管理が必要であるが、実

態としては不適切な管理体制、例えば情報や人

材の不足によって、不十分な管理状況となって

いる部分がある。また、施設運営の管理者の側だ
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研究要旨 

保健所等の職員を対象に、公衆浴場等でのレジオネラ症対応、監視指導の実態についてアン

ケート調査を行った。回答のあった 21 自治体 36 保健所等において、生活衛生関係施設に関す

る業務を行う部署の職員数は 4～53 人、平均は 16.7 人、中央値は 14 人で、そのうち監視員数

は、0～31 人、平均は 7.6 人、中央値は 6人であった。各保健所等管内の令和 4年度の監視施設

割合は 0～100％であり、平均値は旅館業で 34.2%、公衆浴場で 53.3%、特定建築物で 25.9%であ

ることから、概ね 2～4年に 1回の頻度で全施設に立入検査を行っていると考えられた。 

調査対象の全てで、国の規定もしくは都道府県や市独自の規定のどちらか、もしくは両方を

基に監視指導を行っていることがわかった。旅館業や公衆浴場の施設を対象としたレジオネラ

属菌陽性時の「対応マニュアル」は 81%で整備されており、レジオネラ症患者発生時の「対応要

領」や「対応マニュアル」等も 67%で整備されていた。また、モノクロラミン消毒を条例あるい

は他の規程で認めていたのは 70%であった。通常の監視業務を行う際の立入検査人数は、1～4

人の範囲、平均は 1.7 人で、所要時間は、15～120 分の範囲、平均 53.2 分であった。 

浴槽水の換水頻度等の維持管理記録は立ち入り全施設で確認が行われており、浴槽水や貯湯

槽、ヘアキャッチャー、残留塩素濃度等の衛生状態も 94%以上で（目視）確認されていた。また、

立入検査時の「DPD 法による遊離塩素濃度測定」は、97%の保健所等で導入されていることがわ

かった。 

浴槽水等の水質、並びにレジオネラ属菌の検査結果は、前者が 89％、後者が 75％の大半が、

立入検査時に確認されていた。浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合の探知方法は、「施設

からの報告」が 100%と最も高く、保健所等としては、受け身の体制が主であることが判明した。

浴槽水等における近年 3年間のレジオネラ属菌の陽性検出は、80.6%の保健所等で検出報告を受

けたことがあった。 

レジオネラ症対策に関する内部向けの研修は、半数以上の保健所等で定期的に実施されてい

た。その道具として、大半の保健所等で「都道府県や市・区が主催する研修、勉強会」（72%）

や、「厚生労働省の HP や発出物」（83%）を活用しており、次いで「厚生労働科学研究の研究成

果」（61%）と本研究も一役を担っていた。「前任者や先輩職員等からの OJT」については、78%と

非常に高い割合であり、経験を実地で継承していくことの重要性を改めて認識することとなっ

た。 

法改正等が行われた際や衛生管理に関する情報の、公衆浴場等に向けた伝達に関しては、「情

報発信は行っていない」は 0%であり、説明会や講習会、立入検査時や通知等、方法は様々では

あるが何らかの情報発信を行っていることがわかった。講習会、研修会、説明会等を行うにあ

たり、特に、衛生対策やレジオネラ症対策に関する全国共通の資料の提供が求められているこ

と、また、地域の情報等を追加できるよう加工可能な電子データでの提供が強く求められてい

ることがわかった。 
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けでなく、施設営業の許認可や監視指導を担当

する側にとっても、情報や人材の確保は重要な

課題となっている。都道府県や市、区の保健所や

衛生部局等は、生活衛生関係営業（旅館、公衆浴

場、理・美容所、クリーニング所、興行場等）の

監視指導等、建築物衛生法上に基づく特定建築

物の衛生確保指導等を行い、環境衛生監視員が

その中心的な役割を担っている。これらを行う

保健所等の働きが、直接間接に、施設の衛生向上

に寄与するものであり、保健所等への支援は大

事な課題の一つと考えられる。 

そこで今回、環境衛生監視員を主な対象とし

て、保健所等の現場でレジオネラ症の発生と関

係の深い施設（公衆浴場や旅館業）への指導状況

等の実態を把握するため、アンケート調査を実

施した。 

なお、本調査は実態把握のために行うもので

あり、各組織や個人の特定や問題点を調べるも

のではない。 

 

Ｂ．研究方法 

１．アンケート調査票の作成 

生活衛生関係施設のうち、公衆浴場や旅館業

に対する指導監督の状況や施設との関係性、監

視員の状況について知るためのアンケート調査

票を作成した。その内容は以下のとおりである。

（表 1） 

（１）環境衛生担当部署に係る情報（3 問） 

（２）監視指導に係る規定等について（3 問） 

（３）監視指導に係る状況等について（8 問） 

（４）浴槽水のレジオネラ属菌等に係る対策に

ついて（8 問） 

（５）所管内のレジオネラ症患者の対応状況に

ついて（近年 3 年間；令和 2～4 年度）（6 問） 

（６）環境衛生監視員に対する研修等について（6

問） 

（７）事業者に対する対応状況（5 問） 

２．調査方法 

生活衛生関係施設のうち、公衆浴場や旅館業

に対する指導監督等を行う都道府県や市、区の

保健所・衛生部局の職員を対象としたアンケー

ト調査を実施した。アンケート調査票は、調査依

頼書と共にメール送付した。 

なお、調査回答期間は、2023 年（令和 5 年）

11 月～2024 年（令和 6 年）2 月とした。 

３．調査対象者 

・令和 5 年度国立保健医療科学院短期研修環境

衛生監視指導研修受講者 

・本研究班関係の保健所等職員 

４．回答数 

46 自治体に対してアンケート調査への協力を

依頼したところ、21 自治体 36 保健所から 36 回

答を得た。この 36 回答から集計及び解析を行っ

た。図表における構成比は小数点以下第 2 位を

四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100

とはならない。また、複数回答ができる設問にお

いては、構成比を算出していない。 

 

（倫理面への配慮）  

本調査は各自治体の業務内容に関する調査で

あり、医学研究関連の倫理指針に関する事項、個

人情報は含まれなかった。 

 

Ｃ．研究結果およびＤ．考察 

１．環境衛生担当部署に係る情報 

1-1 アンケート回答者の担当部署に係る情報 

レジオネラアンケート調査回答者の所属先の

担当部署について質問したところ、職員数は最小

4 人、最大 53 人、平均 16.7 人、中央値は 14 人

であった。また、そのうち監視員数は、最小0人、

最大 31 人、平均 7.6 人、中央値は 6 人であった

（表 2）。 

なお、職員数については、再任用職員、臨時職

員、非常勤職員並びに役職者（課長、室長、班長

等）を含めた人数を記入することとし、産休や育

休・病気休暇等により実勤務していない職員数

は計上不要とした。また、うち環境衛生監視員数

については、常勤職員、再任用職員、臨時職員、

非常勤職員の区分に関わらず、有資格者として

取り扱った。 

得られた 36 回答から、所属組織名としては、

保健所、保健福祉局、保健部等の様々な体制があ

り、部署名も生活衛生、衛生環境、食品衛生、保

健衛生と様々な名称があるが、ここでは保健所

等と表記することとした。 

1-2 所管する管内の生活衛生関係施設数（令和

4 年度末現在） 

所管する管内の生活衛生関係施設数（旅館業、

公衆浴場、特定建築物）について、表 3 に示す。

保健所等の規模が様々であることから、生活衛

生関係施設数についても差があることがわかっ

た。また、各保健所等の生活衛生関係施設数と、

1-1 で回答のあった各保健所等の職員数等を基

に、職員等一人あたりの施設数を算出した結果

は、表 4 のとおりである。 

1-3 令和 4 年度監視回数（令和 4 年度末現在） 

所管する管内の生活衛生関係施設に対する令

和 4 年度監視施設数並びに延べ監視回数につい

ては、表 5 に示す。令和 4 年度の各保健所等管内

の生活衛生関係施設に対する監視施設の割合は

0%～100％で、平均値は旅館業で 34.2%、公衆浴

場で 53.5%、特定建築物で 25.9%であった。した

がって、概ね 2～4 年に 1 回の頻度で全施設に立

入検査を行っていると考えられた。 

なお、各保健所等の生活衛生関係監視施設数

及び延べ監視回数と、1-1 で回答のあった各保健

134



所等の職員数を基に、職員一人あたりの監視数

を算出した結果は、表 6 のとおりである。 

２．監視指導に係る規定等について 

この質問においては、旅館業や公衆浴場関係

の監視指導を行う上での規定等について質問を

行った。 

2-1 監視指導を行うにあたっての規定 

保健所等の環境衛生監視員は、どのような規

定に基づいて監視指導を行っているかを質問し

たところ、回答は表 7 のとおりとなった。 

回答を改めて確認したところ、全ての回答で、

国の規定もしくは都道府県や市独自の規定のど

ちらか、もしくは両方を基に監視指導を行って

いると回答があることがわかった。なかでも、両

方の規定を基に実施しているとの回答が 22 件

（61%）であり、半数以上は国と自治体独自の両

方の規定を基に監視指導を行っていることがわ

かった。なお、都道府県や市が独自に策定してい

る規定等の一覧は表 8 のとおりである。 

2-2 都道府県や市が独自に定める規定等 

都道府県や市が独自に定める規定等について

質問を行った。設問上「監視指導要領」「監視指

導計画」「監視指導マニュアル」「監視指導手引

き」「対応要領」「対応マニュアル」と表記してい

るが、これ以外の名称であっても、同様の趣旨の

ものがあれば有りとした。 

①監視回数や指導内容等を定める「監視指導要

領」「監視指導計画」等の有無 

有りと回答があったのが 22 件（61%）、無しが

13 件（13%）、未回答が 1 件（3%）であった（表

9）。半数以上の自治体で監視回数や指導内容等

を定める規定を策定していることがわかった。 

なお、監視回数や指導内容等を定める規定の

名称一覧は表 10 のとおりである。 

②立入検査手法や監視時の指導項目等を記載し

た「監視指導マニュアル」「監視指導手引き」等 

有りと回答があったのが 21 件（58%）、無しが

15 件（42%）であった（表 11）。半数以上の自治

体で立入検査手法や監視時の指導項目等を記載

した規定を策定していることがわかった。 

なお、立入検査手法や監視時の指導項目等を

記載した規定の名称一覧は表 12のとおりである。 

③旅館業や公衆浴場の施設を対象としたレジオ

ネラ属菌陽性時の「対応マニュアル」等の有無 

有りと回答があったのが 29 件（81%）、無しが

7 件（19%）であった（表 13）。8 割以上の自治体

で旅館業や公衆浴場の施設を対象としたレジオ

ネラ属菌陽性時の「対応マニュアル」等を策定し

ていることがわかった。 

なお、レジオネラ属菌陽性時の「対応マニュア

ル」等の名称一覧は表 14 のとおりである。 

④レジオネラ症患者発生時の「対応要領」や「対

応マニュアル」等の有無 

有りと回答があったのが 24 件（66.7%）、無し

が 11 件（30.6%）、未回答が 1 件（3%）であった

（表 15）。半数以上の自治体でレジオネラ症患者

発生時の「対応要領」や「対応マニュアル」等を

策定していることがわかった。レジオネラ症患

者発生時の「対応要領」や「対応マニュアル」等

の名称一覧は表 16 のとおりである。 

2-3 モノクロラミン消毒 

都道府県や市において、浴槽水等の消毒方法

のひとつとして、モノクロラミン消毒を認めて

いるかどうかの質問を行った。 

この結果、条例で認めているが 24 件（67%）、

条例で認めていないがその他規定で認めている

が 1 件（3%）と、半数以上の自治体で何らかの規

定に基づきモノクロラミン消毒を認めているこ

とがわかった（表 17）。また、その他 9 件（25%）

の回答があり、その意見として、消毒方法の規定

や明記したものは無いが、消毒効果を有する場

合モノクロラミン消毒を行うことを認めている

回答が多数あった。 

３．監視指導に係る状況等について 

以降の質問においては、生活衛生関係施設の

うち旅館業と公衆浴場の許可を有する施設（以

下、施設とする。）に対する対応状況について質

問を行った。 

3-1 監視項目や注意事項等を記載した「監視指

導票」や「チェック票」等の有無 

都道府県や市独自の様式があるが 21件（58%）、

自治体独自で作成した様式があるが 12件（33%）、

また職員個人が作成した様式（5 件）や過去の担

当者が作成した様式（4 件）も含めると、36 回答

者すべての保健所等に監視項目や注意事項等を

記載した指導票等があることがわかった（表 18）。 

3-2 立入検査実施時の事前調整（アポイント等） 

立入検査を実施する際に監視対象施設に対し

て、事前調整（アポイント等）をするかどうかの

質問を行った。 

その結果、「全ての施設に対して日程、訪問・

滞在時間等の事前調整を行う」が 22 件（61%）、

「一部の施設に対して事前調整を行う」が 12 件

（33%）と、ほとんどの保健所等で事前調整を行

っていることがわかった（表 19,20）。本来であ

れば、抜き打ちの検査を行い、正確な管理実態を

把握したいと考えるところではあるが、保健所

等の業務日の関係で立入検査は平日に行われる

こと、施設には利用者がいるため配慮が必要な

こと、聞き取り時に浴場等の管理を行う担当者

が不在では困ること等が事前調整を行う理由と

して推測される。 

3-3、3-4 立入検査に要する人数と時間（通常監

視時の代表的なケース） 

集計各回答は、範囲での回答であったため、ま

ず各回答の範囲から平均値を算出した。次に全
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36 回答の平均値を求めた。 

通常の監視業務を行う際の立入検査人数や所

要時間について、代表的なケースを質問した。 

この結果、最小 1 人～最大 4 人、平均 1.7 人

で立入検査を行っていることがわかった（表 21,

図 1）。また、所要時間としては、最小 15 分～最

大 120 分、平均 53.2 分となり、立入検査時間に

大きな幅があった（表 22,図 2）。 

この要因としては、対象施設の施設規模の大

小があり、また、男風呂・女風呂（や脱衣所等）

の両方の立ち入りに、監視員が男女ペアを組む

と都合が良いこともある。旅館業と公衆浴場の

両方の許可を有する場合、監視対象範囲がかな

り広く、多くの項目の確認が必要となることも

想定される。それから、過去にレジオネラ属菌が

検出された施設や事前調整をおこなっていても

施設の担当者が不在である場合、必要な資料が

準備されていない場合は多くの時間を要すると

考えられる。 

限られた時間の中で、何を優先させて調査し

ていくか、施設に合わせた対応が必要となり、こ

のことは指導票だけでは判断が難しいと考えら

れる。これらの対応には、経験や先輩職員からの

アドバイス等だけではなく、様々な経験を共有

できる体制作りや監視員への助言体制が必要と

なってくるのではないかと考えられた。 

3-5 立入検査時の主な監視項目 

ここでは、通常の立入検査を行う際に、主に確

認を行う項目、実施する項目を全て選択しても

らい、立入検査時の主な監視項目についての確

認を行った。また、旅館に関しては、大浴場等の

共同浴室に対する項目のみを質問対象とし、客

室内の浴室は除くとした。 

結果は表 23 のとおりである。維持管理記録と

浴槽水の換水頻度の確認は、立入検査時に全施

設で行われており、浴槽水や貯湯槽、ヘアキャッ

チャー、残留塩素濃度等の衛生状態も 94%以上で

確認されていた。これらのことから、浴槽水の衛

生に直結するような項目については、重点的に

毎度確認がなされていることがわかった。また、

施設の衛生管理者の確認や既届出内容との相違

確認も高い確率で確認を行っていることがわか

った。 

3-6 立入検査時に生じる困りごと 

これまでに通常の立入検査を実施した際に生

じた困りごとについて、感じたことのあるもの、

近いものがあれば全て選択してもらうこととし

た。また、本項目の回答にあたっては、担当者自

身の主観での回答をお願いした。 

結果は表 24 のとおりである。特に「施設の詳

細がわかる（施設側の）担当者が不在で、監視項

目を十分に確認できないことがある」が 26 件

（72%）であり、多くの保健所等で事前調整を行

っているにも関わらず、施設詳細の分かる担当

者が不在となり、十分な確認ができず困ってい

ることがわかった。保健所等の立入検査と言わ

れると、施設側にとっては面倒なことだと感じ

やすいが、1 年や 2 年毎の施設の健康診断として

の意味合いも強いことを広く周知できないかと

考えられた。また、施設への説明資料として、全

国共通の配布資料の提供が求められており、こ

れまでの研究成果や厚生労働省として発信して

いる情報等をわかりやすく伝える体制を整える

必要性が考えられた。 

その他意見ではあるが、監視員の性別により

立入可能区域が限定されることで十分な監視を

行うことが出来ず困っているとした意見があっ

た。特に営業時間中に立入検査を行う場合は、必

要な配慮であるが、施設への衛生面での確認が

十分行えないことを考えると難しい問題である。 

3-7 立入検査時の現場試験の実施 

立入検査の現場での採水と試験が可能な方法

について、利用の有無、利用無しの場合は関心の

有無について、方法ごとに選択してもらった。ま

た、回答者が都道府県（本庁）所属で、直接立入

検査を行っていない場合は、保健所等の出先機

関での利用の有無を、利用無し、もしくはわから

ないの場合は、都道府県主管課担当の立場とし

ての関心の有無を答えてもらうこととした。 

「DPD法による遊離塩素濃度測定」は35件（97%）

の回答があり、大半の保健所等で導入されてい

ることがわかった（表 25）。その他の測定方法に

ついても、導入されているものは少ないが、各測

定方法に対して半数近くの保健所等が関心を示

していることがわかった。 

3-8 立入検査後のレジオネラ迅速試験 1) 

レジオネラ培養検査は待ち時間が 1～2週間と

長く、それを補う迅速な検査方法がいくつか整

備されている。また、現場での試験は難しくても、

試料を試験場所に宅配便等で送付するなど、検

査施設との連携により時間短縮が可能な試験も

あり、レジオネラ検出後の洗浄、消毒、その後の

再開に有用と考えられる。このことから、レジオ

ネラ迅速試験の各種方法における利用の有無、

利用無しの場合の関心の有無について、方法ご

とに選択してもらった。回答者が都道府県（本庁）

所属で、直接立入検査を行っていない場合は、保

健所等の出先機関での利用の有無を、利用無し

（もしくはわからない）の場合は、都道府県主管

課担当の立場としての関心の有無を答えてもら

うこととした。 

結果として「死菌も検出される PCR 法や LAMP

法（PCR 検出、測定に数時間）」の利用有りが 10

件（28%）と最も高く、それ以外の検査方法は現

時点では、ほぼ利用されていないことがわかっ

た（表 26）。 
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しかしながら、各検査方法への関心ありの割

合は高く、導入はしていないものの関心が高い

ことがわかった。導入にあたっては、費用や場所、

人員的な問題も多く難しいが、地域での共同検

査や大学等との共同研究等による導入の可能性

も含めて検討できればと考えられる。 

４．浴槽水のレジオネラ属菌等に係る対策 

4-1 施設が自主的に実施した浴槽水等の水質検

査結果の確認方法 

施設が自主的に実施した浴槽水等の水質検査

結果の確認方法について質問を行ったところ、

「立入検査時に検査結果の確認を行う」が 32 件

（89%）と大半を占めた。また、立入検査時確認

に回答の無かった 4 件の保健所等では、「条例や

規則、要領等により、毎年度報告を行うよう定め

ている」との回答があり、全ての保健所等で定期

的な水質検査結果の確認がなされていることが

明らかとなった。また、その他の回答として、水

質検査基準に不適であった場合は報告を求める

とする保健所等もあった。（表 27） 

4-2 施設が自主的に実施した浴槽水等のレジオ

ネラ属菌検査結果の確認方法 

施設が自主的に実施した浴槽水等のレジオネ

ラ属菌検査結果の確認方法は、浴槽水の水質検

査結果と同様に、「立入検査時に水質検査結果の

確認を行う」が 27 件（75%）と大半を占めた。（表

28）また、保健所等の単位での回答結果を見たと

ころ、他回答「条例や規則・要領等により、毎年

度報告を行うよう定めている」が 11 件（31%）、

「陽性の場合、報告を求めている」が 22件（61%）、

「陽性の場合、報告がある」13 件（36%）と、レ

ジオネラ属菌検査の結果に対しては、多くの保

健所等で検査結果を確認する体制が出来ている

と考えられた。 

なお、回答結果から、全ての保健所等で「立入

検査時の確認」、「条例等により、毎年度報告を行

うよう定めている」、「検査実施時に報告を求め

ている」、「陽性時、報告を求めている」、「陽性時、

報告がある」のいずれか、もしくは複数の回答が

あったことから、レジオネラ属菌検査結果が陽

性であった場合には、保健所等が探知できる体

制が整っていることがわかった。 

4-3 浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合

の探知方法 

ここからは、施設における浴槽水等のレジオ

ネラ属菌検査で陽性時の対応について質問を行

った。また、浴槽水以外のシャワー、冷却水、貯

湯槽等において陽性になった場合も含むことと

した。（以下、浴槽水等とする。） 

浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合の

探知方法を質問したところ、「施設からの報告」

が 36 件（100%）となり、すべての保健所等で施

設からの連絡体制があることがわかった。保健

所等としては、受け身の体制が主であることが

判明した。その他の結果から「立入検査時」、「検

査機関からの報告」、「他部署からの報告」により

検査陽性を探知する場合もあることから、複数

の探知手段を有していることや、反対に施設か

らの報告が無い場合も想定されることが伺える

結果となり、施設でのレジオネラ属菌検査陽性

を全て把握するためには、課題があることもわ

かった。（表 29） 

4-4 浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合

の対応 

浴槽水等のレジオネラ属菌検査で陽性（10 

cfu/100 mL 以上）を探知した場合の対応につい

て質問したところ、「電話や対面等で施設の状況

を確認した後、すみやかに立入検査を行う」の回

答が 36 件（100%）であり、保健所等としてレジ

オネラ属菌検査陽性時の対応体制が確立されて

いることがわかった。（表 30） 

4-5 浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性時の対

応方法についてのフロー 

レジオネラ属菌陽性時の対応方法について、

自由記入もしくは別紙添付の形での質問をした

ところ、保健所等から 31 件の回答があった。 

保健所等によって形は様々であるが、探知か

ら聞き取り調査、関係部署との調整、現地調査、

施設への衛生対策の実施、陰性確認や行政指導

等について定めており、保健所等において準備

が整えられていることがわかった。 

4-6 都道府県や市・区でレジオネラ属菌検査可

能な検査機関 

都道府県や市・区において、検査実績に関わら

ずレジオネラ属菌検査可能な検査機関を有して

いるかどうかについて質問した結果を表 31に示

す。回答結果から、全ての保健所等において所属

組織内の検査部署や地方衛生研究所といった検

査可能な機関を有していることがわかった。 

4-7 都道府県や市・区が主導しての浴槽水等の

レジオネラ属菌検査の実施 

都道府県や市・区の自治体主導によるレジオ

ネラ属菌検査の実施状況については、「自治体主

導の検査は実施していない」が 18 件（50%）、「自

治体主導の検査を実施している（検査費用は自

治体の公費負担）」18 件（50%）と半数ずつの結

果であった。自治体主導の検査実施にあたって

は、施設側の理解や検査費用の確保等の課題も

あるが、浴槽水等のレジオネラ属菌による汚染

実態の把握や、危機管理に生かせる有効な手段

の一つであると考えられた。 

また、「自治体主導の検査を実施している（検

査費用は自治体の公費負担）」18 件（50%）のう

ち検査を実施する検査機関を確認したところ、表

32 のとおりとなった。 

4-8 浴槽水等における近年 3 年間のレジオネラ
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属菌の検出状況 

これまでに保健所等が把握した浴槽水等のレ

ジオネラ属菌の検出状況は、「管内施設で検出実

績がある」が 29 件（80.6%）と約 8 割の保健所等

で検出報告を受けていた。（表 33）「管内施設で

検出実績がある」と回答のあった 29 件について

の検査施設数と検査検体数、レジオネラ属菌検

出件数は、表 34 のとおりである。この検出状況

の内訳から、毎年度、検査検体の約 1 割で陽性検

出がなされていることがわかった。 

この検査結果を、保健所単位でみて、どのくら

いの割合の保健所で陽性検出が出ているのか確

認したところ、毎年度半数程度の保健所等で1件

以上の陽性検出がでていることもわかった。今

回、調査対象とした保健所は、全国各地、地域に

偏りなく回答があったことから、全国どこであ

っても同様にレジオネラ属菌の汚染リスクが存

在していることがわかった。 

なお、「管内施設で検出実績がある」と回答の

あった 29 件のうち、1 件以上検査実施並びに検

出ありと回答のあった自治体の各年度状況につ

いては、表 35 のとおりである。検出率について

は、全回答（36 件）に対する値となっている。 

５．所管内のレジオネラ症患者の対応状況（近年

3 年間；令和 2～4 年度） 

5-1 近年 3 年間の管内施設におけるレジオネラ

症患者の探知・通報件数 

レジオネラ感染症は感染症法上の四類感染症

に分類されており、全数報告対象であるため、診

断した医師は直ちに最寄りの保健所に届出を行

う必要がある。そこで、これまでに保健所で把握

した届出に基づく報告件数について質問した。

（都道府県（本庁）回答の場合は、管轄保健所等

から報告のあった件数の総数を計上。） 

近年 3 年間の管内施設におけるレジオネラ症

患者の探知並びに通報件数の総数を、表 36 に示

す。また、管内施設で 1件以上の探知・通報あり

と回答した保健所等の各年度状況を、表 37 に示

す。これらの結果から、毎年度、半数程度の保健

所等で 1 件以上のレジオネラ症患者の探知・通

報がなされていること、うち旅館業・公衆浴場関

係の施設では毎年 25％程度の探知・通報がある

ことがわかった。 

5-2 旅館や公衆浴場等の生活衛生関係施設でレ

ジオネラ症の患者が発生した（疑いがある）場合

の対応 

旅館や公衆浴場等の生活衛生関係施設でレジ

オネラ症の患者が発生した（疑いがある）場合の

対応として、対陽性者についての主導は主に「感

染症を所管する部署」21 件（58％）であったが、

生活衛生関係施設で発生した場合には「環境衛

生監視員の所属する部署」が主導するといった

回答も 8 件（22%）あった。また、対陽性者につ

いて連携する関係部署として、「環境衛生監視員

の所属する部署」、「保健師の所属する部署」、「感

染症法を所管する部署」が連携するとした回答

が多くあった。 

対施設について主導する対応部署としては、

対象施設が旅館や公衆浴場といった生活衛生関

係施設であることから、「環境衛生監視員の所属

する部署」が 32 件（89%）と大半を占めた。また。

対施設についての連携する関係部署としても対

陽性者と同様に、「環境衛生監視員の所属する部

署」、「保健師の所属する部署」、「感染症法を所管

する部署」が連携するとした回答が多くあった。 

なお、これらの設問に共通してであるが、保健

所等ごとの組織体制が異なることから、感染症

対応部署と保健師所属部署が同一所属である場

合等もあった。 

5-3 旅館や公衆浴場等の生活衛生関係施設でレ

ジオネラ症の患者が発生した（疑いがある）場合

の患者発生探知後の対応方法についてのフロー 

レジオネラ症患者発生（疑い）時の対応方法に

ついて、自由記入もしくは別紙添付の形での質

問をしたところ、保健所等から 32 件の回答があ

った。 

保健所等によって形は様々であるが、探知か

ら聞き取り調査、関係部署との調整、現地調査、

施設への衛生対策の実施、陰性確認や行政指導

等について定めており、保健所等において準備

が整えられていることがわかった。 

5-4 生活衛生関係施設以外の施設（高齢者施設、

学校等）でレジオネラ症の患者が発生した（疑い

がある）場合の対応 

生活衛生関係施設以外の施設（高齢者施設、学

校等）でレジオネラ症の患者が発生した（疑いが

ある）場合の対応については、環境衛生所管部署

として「対応する（主導する）」が 5 件（14％）、

「対応する（他部署と連携する）」13 件（36%）と

半数近くが常時対応を行うことがわかった。そ

の他の回答からも、生活衛生関係施設以外の施

設で発生した場合にも、状況に応じて環境衛生

監視員として対応を行う体制があることがわか

った。 

生活衛生関係施設以外の施設（高齢者施設、学

校等）で発生した場合の発生施設への対応につ

いては、環境衛生監視員として発生施設に対す

る指導権限を有しないことから、「発生した施設

を所管する部署」が主導するといった回答が 14

件と最も多かったが、原因がレジオネラ症であ

ることから、何らかの形で連携するといった意

見も多くみられた。 

5-5 生活衛生関係施設以外の施設（高齢者施設、

学校等）でレジオネラ症の患者が発生した（疑い

がある）場合の患者発生探知後の対応方法につ

いてのフロー 
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生活衛生関係施設以外の施設でレジオネラ症

患者発生した（疑い）場合の対応方法について、

自由記入もしくは別紙添付の形での質問をした

ところ、保健所等から 31 件の回答があった。 

生活衛生関係施設以外の施設での発生を対象

とした設問であったため、定めていないとした

回答が 2 件あったが、多くが設問 5-3 と同様の

対応をするとしていた。また、環境衛生監視員と

しては所管施設ではないため、直接的な指導で

はなく、関係部署と協力して進めるとのした回

答も多くあり、生活衛生関係施設以外の施設で

のレジオネラ症発生の場合であっても、保健所

等において準備が整えられていることがわかっ

た。 

5-6 レジオネラ症患者発生施設における浴槽水

等の水質検査の実施 

レジオネラ症患者が発生した施設での浴槽水

等の水質検査の実施状況については、「行政検査

を行う」（13 件）、「施設に対して水質検査を実施

するよう求める」（6 件）、「水質検査の実施は求

めるが、行政検査か自主検査は状況による」（13

件）と、ほとんどの場合で浴槽水等の水質検査の

実施を求めていることがわかった。また、これら

の水質検査を実施する場合の検査機関について

は、表 38 のとおりである。 

６．環境衛生監視員に対する研修等について 

 ここでは、所属する都道府県や市・区（以下、

所属自治体という）における環境衛生監視員に

対する研修等の実施状況について質問した。 

6-1 所属する都道府県や市・区において定期的

に実施されるレジオネラ症対策に関する研修 

所属自治体によるレジオネラ症対策に関する

内部向けの研修は、半数以上の保健所等で定期

的に実施されていた。（表 39）保健所等が所属す

る自治体の規模にもよるが、定期的に研修等に

よって知識を得ること、情報共有の場を持つこ

との必要性を広めていくと共に、研究班として

も研修等の場で使用できるような資料や情報の

提供を行うことで支援ができるのではないかと

推察された。 

6-2 「6-1」の研修を実施している場合の受講対

象者 

研修の受講対象者としては、環境衛生監視員が

22 件（61%）と最も多く、他には、新たに担当と

なった環境衛生監視員のみが 3 件（8%）、環境衛

生研究所等の検査機関主体の職員が 2 件（6％）

となった。 

6-3 「6-1」の研修を実施している場合の主な研

修内容 

研修内容としては、衛生管理に関する情報の

共有 24 件（67%）、法改正等や国通知に関する事

項 21 件（58%）、監視方法に関する情報の共有 17

件（47%）、問題事案や諸課題等に関する意見交換

14 件（39%）と実際の業務に即した問題について

多く取り上げられていた。他の回答として、実地

訓練や仮想訓練 9 件（25%）や他部署との意見交

換 2 件（6%）などがあった。 

6-4 外部機関（関連団体や民間会社）が実施す

る研修の活用 

外部機関（関連団体や民間会社）が実施する研

修の活用については、「活用している」が 19 件

（53%）、「活用していない」が 17 件（47%）であ

り、半数が外部機関による研修を活用している

ことがわかった。 

6-5 「6-4」で外部研修を活用している場合、研

修の実施主体 

外部研修を活用しているとした回答の 15件は、

国立保健医療科学院が実施する研修の活用であ

り、国立保健医療科学院は環境衛生監視員に対

する研修機関の一つとして重要な役割を担って

いることもわかった。 

6-6 知識、技術を取得するための手段として活

用しているもの 

知識、技術を取得するための手段として活用

しているものとして、「都道府県や市・区が主催

する研修、勉強会」26 件（72%）や、「厚生労働省

の HP や発出物」30 件（83%）が大半の保健所等

で活用されていることがわかった。次いで、「厚

生労働科学研究の研究成果」22 件（61%）と回答

があり、本研究も現場の知識や技術の向上の一

役を担っていた。また、「前任者や先輩職員等か

らの OJT」が 28 件（78%）と非常に高い割合であ

ったことから、監視技術からちょっとしたやり

とりの方法など、経験を実地で継承していくこ

との重要性を改めて認識することとなった。 

７．事業者に対する対応状況 

ここでは、旅館業や公衆浴場の許可を有する

事業者に対する情報発信の状況や、都道府県・

市・区等の自治体や保健所等が主体となって実

施する事業者向けの衛生対策等に関する講習

会・研修会・説明会等の開催状況を質問した。 

7-1 管内の事業者への情報発信方法（法改正等

に関する情報） 

法改正等が行われた際の情報発信として、「情

報発信は行っていない」は 0 件（0%）であり、説

明会や講習会、立入検査時や通知等、方法は様々

ではあるが何らかの情報発信を行っていること

がわかった(表 40)。また、その他として回答の

あった「自治体 HP への掲載」については、回答

選択肢を設けていなかったため 7 件のみであっ

たが、現在の状況を考えると、多くの自治体で情

報発信方法の一つとして取り入れられていると

考えられた。 

7-2 管内の事業者への情報発信方法（衛生管理

に関する情報） 

衛生管理に関する情報の発信方法として、「情
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報発信は行っていない」は 0 件（0%）であり、講

習会、立入検査時や通知等、方法は様々ではある

が何らかの情報発信を行っていることがわかっ

た。また、その他として回答のあった「自治体 HP

への掲載」については、回答選択肢を設けていな

かったため 8 件のみであったが、現在の状況を

考えると、多くの自治体で情報発信方法の一つ

として取り入れられていると考えられた。 

7-3 事業者向けの衛生対策に関する講習会等の

開催 

事業者向けの衛生対策に関する講習会等の開

催については、「毎年度開催する」11 件（31%）、

「不定期に開催する」9 件（25%）、「直接所管す

る施設はなく、出先機関が個別に実施する」3 件

（8%）及びその他として何らかの形で開催して

いる旨の回答 5 件（14%）と合わせて、計 28 件

（77.8%）が定期、不定期の別はあるが、講習会

を開催していることがわかった。 

講習主体や対象は様々である考えるが、半数

以上の保健所等で事業者に向けて情報発信する

場が設けられていることがわかった。 

7-4 業者向けの講習会、研修会、説明会等を行

う際に用いる、衛生対策やレジオネラ症対策に

関する資料についての意見 

業者向けの講習会、研修会、説明会等を行う際

に用いる衛生対策やレジオネラ症対策に関する

資料について意見を求めたところ、表 41 のとお

りとなった。 

特に、「全国共通の資料として、衛生対策関係

のものがあれば良い（加工可能なもの、電子デー

タにて提供）」29 件（81%）、「全国共通の資料と

して、レジオネラ症対策関係のものがあれば良

い（加工可能なもの、電子ファイルにて提供）」

28 件（78%）、「法改正等の大きな変更がある際に

は、全国共通の資料を提供して欲しい（電子デー

タ）」29 件（81%）とした意見があった。現状、厚

生労働省所管課からは、法改正等の大きな変更

時だけでなく、各種通知の送付や HP への掲載な

ど様々な情報提供がなされているところではあ

るが、業者等に向けた分かりやすい衛生対策や

レジオネラ症対策に関する全国共通の資料の提

供が求められていることがわかった。さらに、地

域の情報等を追加できるよう加工可能な電子デ

ータでの提供が強く求められている。現状、これ

らの点については、今後、研究班としても厚生労

働省所管課と協力をして対応していくことも、

一案として考えられた。 

7-5 自由記載欄 

レジオネラ症対策について、困っていること、

課題、目標、質問等の自由意見を求めた。回答の

中には、各設問に対する補足説明等もあったが、

環境衛生監視を行う立場としての困りごとや研

究班等専門知識を有する側に対しての要望、質

問も多くあった（表 42）。 

 

Ｅ. 結論 

保健所等の職員を対象に、公衆浴場等でのレ

ジオネラ症対応、監視指導の実態についてアン

ケート調査を行い、21 自治体 36 保健所等から回

答を得た。 

・保健所等で生活衛生関係施設に関する業務を

行う部署の職員数は 4～53 人の範囲、平均は

16.7 人、中央値は 14 人であった。また、その

うち監視員数は、0～31 人の範囲、平均は 7.6

人、中央値は 6 人であった。 

・令和 4 年度の各保健所等管内の生活衛生関係

施設に対する監視施設の割合は 0～100％であ

り、平均値は旅館業で 34.2%、公衆浴場で 53.3%、

特定建築物で 25.9%であることから、概ね 2～

4 年に 1 回の頻度で全施設に立入検査を行っ

ていると考えられた。 

・調査対象の全てで、国の規定もしくは都道府県

や市独自の規定のどちらか、もしくは両方を

基に監視指導を行っていることがわかった。 

・61%で、監視回数や指導内容等を定める「監視

指導要領」「監視指導計画」等を整備し、半数

以上で立入検査手法や監視時の指導項目等を

記載した「監視指導マニュアル」「監視指導手

引き」等を整備していた。 

・旅館業や公衆浴場の施設を対象としたレジオ

ネラ属菌陽性時の「対応マニュアル」を 81%で

整備しており、レジオネラ症患者発生時の「対

応要領」や「対応マニュアル」等は 67%で整備

していた。また、モノクロラミン消毒を条例で

認めていたのは 67%で、加えて他の規程で 3%

が認めていた。 

・通常の監視業務を行う際の立入検査人数は、最

小 1 人～最大 4 人、平均 1.7 人で、所要時間

は、15～120 分、平均 53.2 分であった。 

・維持管理記録と浴槽水の換水頻度の確認は、立

入検査時に全施設で行われており、浴槽水や

貯湯槽、ヘアキャッチャー、残留塩素濃度等の

衛生状態も 94%以上で確認されていた。 

・立入検査時に生じる困りごととして、「施設の

詳細がわかる（施設側の）担当者が不在で、監

視項目を十分に確認できないことがある」が

72%であり、多くの保健所等で事前調整を行っ

ているにも関わらず、十分な確認ができず困

っていることがわかった。 

・立入検査時の現場試験として、「DPD 法による

遊離塩素濃度測定」が 97%の保健所等で導入さ

れていることがわかった。 

・浴槽水等の水質、並びにレジオネラ属菌の検査

結果は、前者が 89％、後者が 75％の大半が、

立入検査時に確認されていた。 

・浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合の
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探知方法は、「施設からの報告」が 100%と最も

高く、保健所等としては、受け身の体制が主で

あることが判明した。また、その他の回答から

は、複数の探知手段を有していることや、反対

に施設からの報告が無い場合も想定され、施

設でのレジオネラ属菌検査陽性を全て把握す

るためには、課題があることもわかった。 

・浴槽水等における近年 3 年間のレジオネラ属

菌の陽性検出は、80.6%の保健所等で検出報告

を受けたことがあった。 

・所属自治体によるレジオネラ症対策に関する

内部向けの研修は、半数以上の保健所等で定

期的に実施されていた。研修の受講対象者と

しては、環境衛生監視員が 61%と最も多く、他

には、新たに担当となった環境衛生監視員のみ

8%、環境衛生研究所等の検査機関主体の職員が

6%であった。 

・知識、技術を取得するための手段として、大半

の保健所等では、「都道府県や市・区が主催す

る研修、勉強会」（72%）や、「厚生労働省の HP

や発出物」（83%）を活用していることがわかっ

た。次いで、「厚生労働科学研究の研究成果」

（61%）と回答があり、本研究も現場の知識や

技術の向上の一役を担っていた。また、「前任

者や先輩職員等からの OJT」が 78%と非常に高

い割合であり、経験を実地で継承していくこ

との重要性を改めて認識することとなった。 

・法改正等が行われた際や衛生管理に関する情

報の、公衆浴場等に向けた伝達に関しては、

「情報発信は行っていない」は 0%であり、説

明会や講習会、立入検査時や通知等、方法は

様々ではあるが何らかの情報発信を行ってい

ることがわかった。 

・業者向けの講習会、研修会、説明会等を行うに

あたり、特に、衛生対策やレジオネラ症対策に

関する全国共通の資料の提供が求められてい

ることがわかった。現状、厚生労働省所管課か

らは、法改正等の大きな変更時だけでなく、各

種通知の送付や HPに掲載するなど様々な情報

提供がなされているところではあるが、業者

に向けた分かりやすい衛生対策やレジオネラ

症対策に関する全国共通の資料の提供が求め

られていることがわかった。また、地域の情報

等を追加できるよう加工可能な電子データで

の提供が強く求められている。これらの点に

ついては、今後、研究班としても厚生労働省所

管課と協力をして対応していくことも、一案

として考えられた。 
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ケートによる保健所等の公衆浴場等でのレジ

オネラ症防止対策の監視指導の実態調査．令
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
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２．実用新案登録 
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３．その他 
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表 1 アンケート調査票 
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表 2 環境衛生担当部署の職員数 

 

 
 

 

  

148



表 3 保健所等が所管する管内の生活衛生関係施設数（令和 4年度末現在） 

 

 
 

 

表 4 保健所等ごとの職員等一人あたりの生活衛生関係施設数（令和 4 年度末現在） 

 

 
 

 

表 5 令和 4 年度監視施設数並びに延べ監視回数 

 

 
 

業種  施設数 最小値 最大値 平均値 中央値

旅館業 12 4,756 360 164

旅館・ホテル営業 4 2,196 194 62

ホテル営業 0 11 2 0

旅館営業 0 51 12 0

簡易宿所営業 2 2,455 162 60

下宿営業 0 105 8 1

公衆浴場 4 823 100 39

一般公衆浴場 0 130 18 4

その他 4 693 87 31

特定建築物 2 1,466 220 48

※施設数不明並びに施設数概算の回答有り

（旅館業計）

（公衆浴場計）

業種  一人あたりの施設数 最小値 最大値 平均値 中央値

旅館業 （旅館業計）

 対 所属部署職員数 0.53 206.78 22.42 15.50

 対 うち環境衛生監視員 0 347.75 37.21 22.88

公衆浴場 （公衆浴場計）

 対 所属部署職員数 0.43 35.78 5.45 2.75

 対 うち環境衛生監視員 0 94.75 11.51 5.13

特定建築物

 対 所属部署職員数 0.14 73.1 11.76 3.61

 対 うち環境衛生監視員 0 182.75 27.86 7.03

業種  監視施設数 最小値 最大値 平均値 中央値

旅館業 0 676 92 31

旅館・ホテル営業 0 383 73 20

ホテル営業 0 4 1 0

旅館営業 0 7 2 0

簡易宿所営業 0 286 27 11

下宿営業 0 7 1 0

公衆浴場 1 299 51 15

一般公衆浴場 0 57 9 1

その他 0 265 43 12

特定建築物 0 602 55 11

※監視施設数不明並びに施設数概算の回答有り

（旅館業計）

（公衆浴場計）
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表 6 保健所等ごとの職員等一人あたりの監視監視施設数並びに延べ監視回数（令和 4 年度） 

 

 
 

 
 

 

表 7 監視指導を行うにあたっての規定の有無 

 

 

業種  延べ監視回数(回/年) 最小値 最大値 平均値 中央値

旅館業 0 676 100 36

旅館・ホテル営業 0 449 80 20

ホテル営業 0 4 1 0

旅館営業 0 7 2 0

簡易宿所営業 0 286 27 11

下宿営業 0 7 1 0

公衆浴場 1 343 57 18

一般公衆浴場 0 75 13 4

その他 0 272 45 13

特定建築物 0 602 59 11

※監視施設数不明並びに施設数概算の回答有り

（旅館業計）

（公衆浴場計）

業種  監視施設数 最小値 最大値 平均値 中央値

旅館業 （旅館業計）

 対 所属部署職員数 0 29.39 5.85 3.18

 対 うち環境衛生監視員 0 54.50 10.73 5.51

公衆浴場 （公衆浴場計）

 対 所属部署職員数 0.04 18.69 2.99 1.22

 対 うち環境衛生監視員 0 38.67 6.07 2.36

特定建築物

 対 所属部署職員数 0 24.08 2.41 0.65

 対 うち環境衛生監視員 0 66.89 5.67 0.96

業種  延べ監視回数(回/年) 最小値 最大値 平均値 中央値

旅館業 （旅館業計）

 対 所属部署職員数 0 29.39 6.31 3.36

 対 うち環境衛生監視員 0 54.50 11.37 5.59

公衆浴場 （公衆浴場計）

 対 所属部署職員数 0.04 21.44 3.28 1.26

 対 うち環境衛生監視員 0 38.67 6.68 2.68

特定建築物

 対 所属部署職員数 0 24.08 2.61 0.65

 対 うち環境衛生監視員 0 66.89 6.28 0.96

国が定める規定「衛生等管理要領等について」等

都道府県や市が独自に定める規定等

その他
・入浴施設におけるレジオネラ症防止対策

・入浴施設の衛生管理の手引き

件数  回答割合(%)

78

83

6

28

30

2
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表 8 都道府県や市が独自に策定している規定等の一覧 

 

 
 

 

表 9 監視回数や指導内容等を定める「監視指導要領」、「監視指導計画」等の有無 

 

  
 

 

表 10 監視回数や指導内容等を定める規定の名称一覧 

 

 
 

 

計 36 100

22

13

61

36

件数  回答割合(%)

1 3

有 り

無 し

未回答

有り（監視回数や指導内容等を定める規定の名称）

生活衛生施設等監視計画（年度ごとに作成） 公衆浴場及び旅館業営業施設に対する立入検査実施要領

生活衛生関係営業施設の監視指導事業計画 生活衛生関係営業施設監視指導要領

生活衛生監視指導計画 環境衛生営業監視指導要領

環境衛生監視指導計画 監視指導実施要領

監視指導計画 監視指導要領

生活衛生関係事業方針及び事業計画 公衆浴場法事務処理要領

令和5年度環境薬務課事業計画 旅館業法事務処理要領

生活衛生関係事業計画 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル

生活衛生対策推進計画 生活衛生営業関係事務処理マニュアル

保健所環境衛生関係業務実施計画 年度ごとの通知による

生活衛生関係営業六法施設監視指導方針 県通知に基づき、主管課からの年度監視目標通知に

生活衛生関係営業施設監視指導実施方針  対する監視計画を保健所毎に策定する

個室浴場法施行条例の改正について

 （レジオネラ症防止対策を目的に追加された項目の解説）
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表 11 立入検査手法や監視時の指導項目等を記載した「監視指導マニュアル」、 

「監視指導手引き」等の有無 

 

  
 

 

表 12 立入検査手法や監視時の指導項目等を記載した規定の名称一覧 

 

 
 

 

表 13 旅館業や公衆浴場の施設を対象としたレジオネラ属菌陽性時の「対応マニュアル」等の有無 

 

 
 

 

表 14 レジオネラ属菌陽性時の「対応マニュアル」等の名称一覧 

 

 
  

計 36 100

15 42

件数  回答割合(%)

有 り 21 58

無 し

有り（立入検査手法や監視時の指導項目等を記載したものの名称）

公衆浴場及び旅館業営業施設に対する立入検査実施要領 公衆浴場法事務処理規程 

生活衛生関係営業施設監視指導実施要領 公衆浴場等におけるレジオネラ属菌検出時や

環境衛生営業監視指導要領  レジオネラ症患者発生時の指導内規

監視指導実施要領 公衆浴場監視票

監視指導要領 旅館業監視票

営業関係施設の維持管理状況調査実施要領 入浴施設調査票 

生活衛生関係営業施設に対する立入検査等事務処理要領 レジオネラ関係施設立入調査票

旅館業法事務処理要領 衛生優良店採点票

公衆浴場法事務処理要領 入浴施設の衛生管理ポイント

生活衛生営業関係等事務処理マニュアル（各種監視票） 個室浴場法施行条例の改正について

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル  （レジオネラ症防止対策を目的に追加された項目の解説

旅館・公衆浴場におけるレジオネラに関する対応マニュアル

計 36 100

無 し 7 19

件数  回答割合(%)

有 り 29 81

有り（レジオネラ属菌陽性時の「対応マニュアル」等の名称）

レジオネラ指導要綱 レジオネラ対応マニュアル

公衆浴場衛生等管理要領 レジオネラ発生時対応マニュアル

公衆浴場におけるレジオネラ属菌対応要領 旅館・公衆浴場におけるレジオネラに関する対応マニュアル

レジオネラ症防止対策指導要領 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル

レジオネラ症患者発生及びレジオネラ属菌検出に係る 旅館及び公衆浴場の入浴施設におけるレジオネラ属菌

 施設調査等実施要領  検出時の対応マニュアル

レジオネラ属菌検出時対応要領 生活衛生営業関係事務処理マニュアル

浴槽水のレジオネラ属菌基準超過施設に対する指導要領 令和５年度公衆浴場等におけるレジオネラ属菌検査規程

旅館及び公衆浴場の入浴施設におけるレジオネラ属菌 公衆浴場等におけるレジオネラ属菌検出時の指導等に

 検出時及び患者発生時の対応指針  関する対応について
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表 15 レジオネラ症患者発生時の「対応要領」や「対応マニュアル」等の有無 

 

  
 

 

表 16 レジオネラ症患者発生時の「対応要領」や「対応マニュアル」等の名称一覧 

 

 
 

 

表 17 都道府県や市で浴槽水等の消毒方法のひとつとしてモノクロラミン消毒を認めているか 

 

 
 

 

  

未回答 1 2.8

計 36 100

件数  回答割合(%)

有 り 24 66.7

無 し 11 30.6

有り（レジオネラ症患者発生時の「対応要領」や「対応マニュアル」等の名称）

レジオネラ指導要綱 旅館及び公衆浴場の入浴施設におけるレジオネラ属菌検出時

医療施設、社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策要綱  及び患者発生時の対応指針

公衆浴場衛生等管理要領 入浴施設を利用したレジオネラ症患者発生時対応方針

レジオネラ症防止対策指導要領 公衆浴場等におけるレジオネラ属菌検出時やレジオネラ症患者

公衆浴場におけるレジオネラ属菌対応要領  発生時の指導内規

公衆浴場等施設におけるレジオネラ属菌検出時対応要領 レジオネラ対応マニュアル

入浴施設におけるレジオネラ症発生時の対応要領 旅館・公衆浴場におけるレジオネラに関する対応マニュアル

入浴施設におけるレジオネラ症患者発生時等の対応要領 レジオネラ発生時対応マニュアル

レジオネラ症患者等発生時防疫対策実施要領 レジオネラ症発生時対応マニュアル

レジオネラ症患者発生及びレジオネラ属菌検出に係る 感染症対応マニュアル

 施設調査等実施要領 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル

公衆浴場におけるレジオネラ症患者発生時の施設調査マニュアル

条例で認めている

条例では認めていないが、規則や要領、マニュアル等で認めている

現在は条例で認めていないが、変更する予定がある

条例等で認めていない

その他

・条例で消毒方法を規定、明記していない(5)

・条例等に記載はないが、認めている

・条例において、「市⾧の定めるところにより」と規定し、本市規則にて具体に規定している

・塩素系薬剤により難い場合に、塩素系薬剤を用いた場合と同等以上の消毒効果を有する

 方法により行うものとしている

・条例では、ただし書きにより、「原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質に応じて、

 他の適切な方法により消毒すること」を認めており、 また公衆浴場衛生管理要領において、

 モノクロラミン消毒を行う場合の規定を定めている

計

 回答割合(%)

67

3

0

6

25

24

1

0

2

9

件数

36 100
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表 18 監視項目や注意事項等を記載した「監視指導票」や「チェック票」等の有無 

 

 
 

 

表 19 立入検査を実施する際に監視対象施設に事前調整（アポイント等）をしているか 

 

 
 

 

表 20 事前調整を行う場合の対象施設 

 

  
 

 

 
 
 

  

都道府県や市独自の監視指導要領等の規定で定める様式がある

自治体独自で作成した様式がある

職員個人が作成した様式がある

過去の担当者が作成した様式がある

監視指導票やチェック票はない

その他

・各保健所支所で作成したチェック票がある

・生活衛生採点票を使用

・生活衛生採点票（優良店）

監視指導業務を行っていないため分からない

 回答割合(%)

58

33

14

11

0

8

00

3

0

4

5

12

21

件数

全ての施設に対して日程、訪問・滞在時間等の事前調整を行う

一部の施設に対して日程、訪問・滞在時間等の事前調整を行う

日程、時間等の事前調整は行っていない

監視指導業務を行っていないため分からない

計 36 100

2

0

件数  回答割合(%)

22 61

33

6

0

12

旅館業の施設

公衆浴場の施設

大規模な施設

休業中の施設

担当者が少人数の施設

過去の経緯から事前調整が必要である施設

その他

25

14

14

 回答割合(%)件数

27

25

9

5

5

9

3

25

8

75

69

その他の施設
・レジオネラ症発生届から感染源と思慮される施設

・レジオネラ症発生届から感染源と思慮される施設維持管理のかかる書類などの準備をしておいてもらう必要があるため、

 ある程度の幅を持たせた期間を伝え、その間に訪問している

 施設の休みの把握や、浴槽水の採水が必要な場合は浴槽に水をはった状態である必要があるため、ある程度の期間を伝える必要がある

・事前調整を行うことが多いですが、状況によっては、事前調整なしに立入する場合もある旨申し添えます
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表 21 立ち入り検査に要する人数（通常監視時の代表的なケース） 

 

  
 

 
表 22 立ち入り検査に要する時間（通常監視時の代表的なケース） 

 

   
 
 

表 23 立入検査時の主な監視項目 

 

 
 

 

  

最 小 1 人

最 大 4 人

平 均 1.7 人

平 均

最 大

最 小 15 分

120 分

53.2 分

施設で作成している維持管理記録（点検票、記録簿等）

浴槽水の換水頻度

逆洗の頻度

浴槽の清掃頻度

ヘアキャッチャーの清掃頻度

シャワーヘッドの清掃頻度

循環構造の有無

配管構造

ろ過機の衛生状態 31 ※

貯湯槽の衛生状態（温度、清掃、消毒）

サウナ室及びサウナ施設

消毒剤の注入箇所

消毒剤の種類

残留塩素濃度の記録

残留塩素濃度検査の実施（現地検査）

ATP検査の実施（現地検査）

入浴設備以外の施設における衛生状態の確認（空気調和設備の冷却塔）

入浴設備以外の施設における衛生状態の確認（給湯設備）

入浴設備以外の施設における衛生状態の確認（加湿装置や加湿器）

衛生管理の責任者、担当者

施設における管理マニュアル等の有無

施設に対する苦情の有無

施設における体調不良者（探知、通報等）の有無

既届出内容との相違の確認

監視指導業務を行っていないため分からない

その他

・レジオネラ属菌自主検査の頻度、結果、系統数及びその書類の保管

※未回答あり

29

36

件数  回答割合(%)

100

100

97

97

86

28

28

31

97

97

97

75

94

78

86

94

8

31

24

86

67

22

36

35

35

35

27

34

28

34

29

35

35

31

16

12

33

0

1

44

33

92

0

3

10

10

11

81

81
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表 24 立入検査時に生じる困りごと 

 

 
 

 

表 25 立入検査時の現場試験の実施方法 

 

 
 

 

表 26 立入検査後のレジオネラ迅速試験の方法 

 

 
  

管内の監視対象施設件数が多く、十分な監視が行えないことがある

監視員の数が足りないと感じることがある

施設の規模が大きい場合、立入検査時間が不足することがある

施設側が忙しいため、立入検査を断られることがある

立入検査を行う時間帯に制約があることがある

立入検査に要する時間の制約があることがある

施設の詳細が分かる担当者が不在で、監視項目を十分に確認できないことがある

施設の担当者等から話を聞けない、聞いてもらえないことがある

通常業務だけでは監視指導を行う上での知識や経験を得ることが難しい

 リーフレットやパンフレット、チラシ等）があればよいと思うことがある

特に困りごとはない

監視指導業務を行っていないため分からない

その他 ※複数回答あり

・立入検査を行うことについての理解が得られない場合があった

・指導相手の理解力や対応力の問題により、十分な管理が難しい場合がある（高齢者等）

・施設又は施設の区画ごとに監視員の性別が指定されるため、立入できない部分がある

・環境衛生監視員の性別によって、男湯及び女湯両方監視することが非常に困難である

・配管が複雑かつ、構造変更をしており、系統図が整備されていなくて困ることがある

・立入監視の方法について動画があれば分かりやすくて良いと思われる

0

3

14

施設への説明資料として、全国共通の配布資料（レジオネラ症関係や施設の衛生対策関係の

26

6

16

20

0

1

5

件数  回答割合(%)

18 50

58

25

28

42

25

21

9

10

15

9

72

17

44

56

① DPD法による遊離塩素濃度測定

② DPD法による総塩素濃度測定

③ インドフェノール法によるモノクロラミン濃度測定

④ アンモニア態窒素測定

⑤

⑥ ATP法によるATP測定

⑦ その他

・DPD法による結合塩素濃度測定

・試験紙による遊離塩素濃度測定

2

14

0

15

0

（利用無しの場合）関心の有無

モバイルPCR法やパルサー法によるレジオネラ遺伝子検出

未回答
関心なし関心あり

利用の有無

利用中

97%

25%

6%

8%

0%

39%

3%

33%

56%

47%

67%

42%

0%

17 47%その他はない

25%

22%

31%

22%

14%

17%

17%

14%

11%

6%

1

12

20

17

24

6% 0% 0% 47%

0%0

9

8

11

8

5

0

0

6

6

5

4

2

17

3

2

9

35

① フローサイトメトリー法

② 死菌も検出されるPCR法やLAMP法

（PCR検出、測定に数時間）

③ 生菌を検出するEMA-PCR法

（EMA処理後にPCR検出、測定に数時間）

④ 生菌を検出するLC-EMA-PCR法

（培養とEMA処理後にPCR検出、測定に一晩）

⑤ その他

その他はない

（雑菌の有無を測定、消毒効果を推測、測定に数分間）

利用の有無 （利用無しの場合）関心の有無
未回答

利用中 関心あり 関心なし

19%

22%

22% 19%

14%

17%

14%

42%

0%

28%

3%

6%

0%

58%

36%

61%

56%

0%

58%

0

10

1

2

0

21

13

22

20

0

8

8

7

9

0

7

5

6

5

15

21

0%

25%
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表 27 施設が自主的に実施した浴槽水等の水質検査結果の確認方法 

 

 
 

 

表 28 施設が自主的に実施した浴槽水等のレジオネラ属菌検査結果の確認方法 

 

 
 

 

表 29 浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合の探知方法 
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表 30 浴槽水等のレジオネラ属菌検査陽性の場合の対応（複数回答可） 

 

 
 

 

表 31 都道府県や市・区でレジオネラ属菌検査可能な検査機関 

（検査実績に関わらず検査可能な機関） 

 

 
 

 

表 32 自治体主導の浴槽水等のレジオネラ属菌検査実施の場合の検査機関 

 

 
 

 

表 33 浴槽水等における近年 3 年間のレジオネラ属菌の検出状況 

 

 
 

 

  

地方衛生研究所

保健所検査部署

他の都道府県や市・区が設置する検査機関

外部の民間検査機関

その他 0

5

1

7

10

件数
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表 34 浴槽水等における近年 3 年間のレジオネラ属菌の検出状況 

(管内施設で検出実績がありの場合の件数並びに検出率) 

 

  
 

 

表 35 管内施設で 1 件以上の検査実施並びにレジオネラ属菌陽性検出ありの自治体数 

 

 
 

 

表 36 近年 3 年間の管内施設におけるレジオネラ症患者の探知・通報件数 

 

 
 

 

表 37 管内施設で 1 件以上のレジオネラ症患者の探知・通報があった自治体数 

 

  
 

 

  

検査施設数 検査検体数 レジオネラ属菌
うち 検出件数 うち

浴槽水等検体数

138

98

115

令和４年度

令和３年度

令和２年度

144

160

135

534

416

394

1,611

1,295

1,297

1,485

1,191

1,169

浴槽水等検体数 10cfu/100mL以上

検査ありの 検出ありの検査検体数 検出ありのレジオネラ属菌

施設数 うち 検出件数 うち

（自治体数） （自治体数） （自治体数）

※検査・検出施設には、生活衛生施設以外の施設からの検査も含む

※検査施設数及び検査検体数（浴槽水等検体数を含む）は概算の回答あり

※検査検体ありでも、検査施設数不明の場合あり

令和４年度

令和３年度

令和２年度

19

16

13

19

16

18

58% 58%

47%

44%

47%

50%

浴槽水等検体数

53%

44%

36%

58%

47%

44%

21

17

18

21

17

16

21

17

16

浴槽水等検体数

53%

44%

50%

 探知・通報 （件数）  探知・通報 （有症者数）

うち旅館業・ うち旅館業・

 公衆浴場関係  公衆浴場関係

30

28

16

181

181

139

31

26

16

179

179

133

令和４年度

令和３年度

令和２年度

 探知・通報の件数あり  探知・通報（有症者）あり

（自治体数） うち旅館業・ （自治体数） うち旅館業・

 公衆浴場関係  公衆浴場関係

47%

50%

47%令和２年度

16

17

16

44%令和４年度

令和３年度 47%

17 25%

25%

17%

9

9

644%

8

9

6

22%

25%

17%

18

17
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表 38 レジオネラ症患者発生施設における浴槽水等の水質検査（検査を実施するの場合の検査機関） 

 

 
 

 

表 39 所属自治体等で実施されるレジオネラ症対策に関する研修 

 

 
 

 

表 40 管内の事業者への情報発信方法（法改正等に関する情報） 

 

 
 

  

地方衛生研究所

保健所検査室

他の都道府県や市・区が設置する検査機関

外部の民間検査機関

その他

件数  回答割合(%)

25 69

9 25

2 6

16 44

0 0
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表 41 業者向けの講習会、研修会、説明会等に用いる衛生対策や 

レジオネラ症対策に関する資料についての意見 

 

 
 

 

表 42 課題、目標、質問等の自由意見 

 

 

161



 

 

 
 

  

162



 
 

図 1 立ち入り検査に要する人数の分布 

 

 

 
 

図 2 立ち入り検査に要する時間の分布 
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